
ハクビシン・アライグマ対策事業 利用者の方へ 

令和5年10月23日現在 

 今後の流れ  

（１） 区が委託する事業者から連絡があります。捕獲器設置の日時等を調整してください。 

（２） 要綱の別表２に定める事項を遵守してください。 

 

足立区ハクビシン・アライグマ対策事業実施要綱 別表２（第５条関係）より抜粋 

１ 捕獲器の設置・回収、対象動物の回収等、作業時に立ち会うこと。 

２ 設置した捕獲器を移動させないこと。 

３ 事業の実施について、近隣へ周知すること。また、捕獲器設置による事故防止のため、

区が配布する注意喚起のチラシを第三者から見やすい場所に掲示すること。 

４ 毎日、捕獲器を見回り、エサの状況確認等適切に管理すること。 

５ 週１回程度、捕獲器に付けられたエサを付け替えること。（エサは利用者が用意） 

６ 対象動物が捕獲された場合、速やかに事業者に連絡すること。  

７ 対象動物以外の動物が捕獲された場合、速やかに放すこと。 

８ 生活環境被害がある場合、その対応（侵入口を塞ぐ等の工事の施工並びにふん尿撤去、

清掃及び雑菌消毒処理等）及び再発防止のための対策をすること。 

 

●捕獲された動物の状態によっては、東京都環境局自然環境部計画課鳥獣保護管理担当に対応

を依頼する場合があります。（例：疥癬にり患していた場合） 

●上記３ 注意喚起のチラシは、A5サイズ２枚分です。 

●上記４・５・６・７ 方法・連絡先は、捕獲器の設置時に事業者より説明いたします。 

 ●上記４・５・６・７ 「屋内（屋根裏、床下など）」に捕獲器を設置した場合は、餌の交換

作業、消毒、清掃、わなの開放を業者が行います。 

●上記６・７の注意 捕獲された動物をむやみに長時間保管すると動物の愛護及び管理に関す

る法律（動物愛護法）違反になりますので、速やかに事業者に連絡する、速やかに放すなど

実施してください。 

●上記８ 対応・対策は、捕獲器を設置する事業者に依頼（個別契約）することも可能ですし、

ご自分で任意の消毒清掃事業者に依頼することもできます。どちらの場合も、費用は自己負

担です。契約の前に、複数の事業者から対策方法や費用、事後対応について見積書をもらう

ことをお勧めします。見積書の発行に費用がかかる場合もありますので、ご確認ください。 

 ●屋内侵入口閉塞作業費用については、区の助成制度があります。 

 

 注意事項  

（１） 要綱に定めのない事業の費用は、区は負担しません。 

（２） 事業の利用は、同一年度内に何回でも利用できます。（その都度、申請は必要） 

裏面あり 



（３） 利用者が管理している間の事故（器具・機材又は構築物等の損壊又は汚損及び捕獲器設

置に係る負傷等）については、利用者の責任においてその賠償を行うことになります。 

（４） ダニ等の寄生虫や人・ペットにうつる感染症等の予防、咬まれたり引っ掻かれたりする

危害防止のため、ハクビシン・アライグマには決して触れたり脅かしたりしないこと。 

（５） 排泄物（糞・尿）や血液、だ液等に触れないこと。 

（６） 子どもやペット等が近づかないようにすること。 
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出典：東京都環境局自然環境部 

 

中型犬くらいの大きさ

頭から尾の先まで７０～９０ｃｍ

体重４～１０kg。猫背。

尾に５～７本のしま

ヒゲは白い

目のまわりに
黒いマスク模様

眉間に黒いすじ

耳はとがって、
白いふちどり

前足・後足とも５本指

スリムな体型
頭から尾の先まで
90～110cm

体重３～４kg

尾が長い
足が短い

顔の真中に

白いすじ

前足・後足とも５本指


